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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波内視鏡下穿刺吸引法で使用される超音波内視鏡と併用して病変部となる癌組織を
加熱により治療する内視鏡下癌治療システムであって、
　先端側にヒータと温度検出素子が設けられている加熱針と、
　前記温度検出素子から検出された温度データに基づいて前記ヒータを所定の温度に制御
する制御部と、を備え、
　前記加熱針は、前記超音波内視鏡の挿入部内に設けられる処置具挿通チャンネルに挿通
されて、該挿入部の先端側に設けられる先端開口部から出し入れ可能に構成され、
　前記制御部は、前記ヒータに向けて導通状態を試験する試験電流を供給する機能と、前
記試験電流を供給した際に前記ヒータの長さを確認する機能と、前記ヒータの長さに応じ
て所定の大きさの電流を供給するように制御する機能と、を有することを特徴とする内視
鏡下癌治療システム。
【請求項２】
　前記加熱針は、前記超音波内視鏡の前記挿入部の前記先端開口部から前記処置具挿通チ
ャンネルに挿通された穿刺針を後退又は退避させてから、前記癌組織内に定置され、前記
ヒータが所望の温度に加熱するように制御されることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡下癌治療システム。
【請求項３】
　前記制御部から前記ヒータに向けて供給する前記試験電流及び前記電流は、直流電流で
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あることを特徴とする請求項１又は２に記載の内視鏡下癌治療システム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記ヒータの温度が４５℃以上９９℃以下になるように前記電流を該ヒ
ータに向けて供給することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の内視鏡下癌
治療システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膵臓等の内臓内の病変部となる癌組織を加熱により治療する内視鏡下癌治療
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　癌細胞は、約４２度程度の温度で死滅することが判明していることから、従来から癌治
療法の一手法として、癌組織のある病変部を選択的に加熱する治療が行われている。例え
ば、特許文献１には、電磁誘導により発熱する材質から成る発熱体に癌細胞に対して選択
的に結合するリガンドを付着させた発熱素子と、発熱素子が被加療体の癌細胞から成る患
部に結合した状態で発熱素子に電磁波を照射する誘導加熱手段とを備える癌治療装置が開
示されている。当該癌治療装置は、発熱素子を誘導加熱して癌細胞のみを選択的に加熱し
て破壊することを特徴とする。
【０００３】
　また、特許文献２には、癌細胞等の病巣部を直接的に加熱してその病巣部を死滅、破壊
させて治癒させる装置として、病巣部に対して金属レーキ溶液を注入するための注入部と
、注入された金属レーキ溶液を高周波電流により直接加熱するための加熱部とを備え、加
熱部によって金属レーキ溶液を沸騰させ、癌細胞等の病巣部を死滅させる加熱治療装置が
開示されている。当該加熱治療装置で、病巣部に注入された金属レーキ溶液を直接加熱し
て沸騰させるので、病巣部やその近傍部を完全に加熱して病巣部を確実に死滅させること
が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２９０３５１号公報
【特許文献２】特開２０１４－００８１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、病変部となる癌組織への加熱による癌治療をする際に、病変部となる癌
組織のみを確実に所望の温度に加熱し、かつ、癌組織以外の健常組織への加熱を回避する
必要がある。特に、癌治療対象となる内臓のうち、膵臓は、肝臓等と異なり、細胞再生機
能がないことから、加熱による癌治療をする際に、より確実に健常組織の加熱を回避して
、病変部となる癌組織のみを所望の温度にピンポイントで加熱して治療することが望まれ
る。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、膵臓癌等の内臓癌を治療する際に、
より確実に癌組織のみをピンポイントで加熱して治療することの可能な、新規かつ改良さ
れた内視鏡下癌治療システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、超音波内視鏡下穿刺吸引法で使用される超音波内視鏡と併用して病
変部となる癌組織を加熱により治療する内視鏡下癌治療システムであって、先端側にヒー
タと温度検出素子が設けられている加熱針と、前記温度検出素子から検出された温度デー
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タに基づいて前記ヒータを所定の温度に制御する制御部と、を備え、前記加熱針は、前記
超音波内視鏡の挿入部内に設けられる処置具挿通チャンネルに挿通されて、該挿入部の先
端側に設けられる先端開口部から出し入れ可能に構成され、前記制御部は、前記ヒータに
向けて導通状態を試験する試験電流を供給する機能と、前記試験電流を供給した際に前記
ヒータの長さを確認する機能と、前記ヒータの長さに応じて所定の大きさの電流を供給す
るように制御する機能と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、超音波内視鏡下穿刺吸引法で使用される超音波内視鏡の処置
具挿通チャンネルをそのまま利用して、加熱針で病変部となる癌組織を加熱するので、病
変部となる癌組織のみを確実にピンポイントで加熱して治療できるようになる。
【０００９】
　本発明の一態様では、前記加熱針は、前記超音波内視鏡の前記挿入部の前記先端開口部
から前記処置具挿通チャンネルに挿通された穿刺針を後退又は退避させてから、前記癌組
織内に定置され、前記ヒータが所望の温度に加熱するように制御されることとしてもよい
。
【００１０】
　このようにすれば、超音波内視鏡下穿刺吸引法による検体採取の際に病変部となる癌組
織の位置を確認してから、確実に加熱針で当該癌組織をピンポイントで加熱して治療でき
るようになる。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記制御部から前記ヒータに向けて供給する前記試験電流
及び前記電流は、直流電流であることとしてもよい。
【００１４】
　このようにすれば、ヒータの加熱によるレーザや高周波、電磁波等の発生を抑制できる
ので、癌組織周辺の健常組織への悪影響を抑制できる。
【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記ヒータの温度が４５℃以上９９℃以下
になるように前記電流を該ヒータに向けて供給することとしてもよい。
【００１６】
　このようにすれば、病変部に応じて癌組織の死滅に必要な所望の温度に加熱できるので
、患者に対して低侵襲性な加熱焼灼療法を実現することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、膵臓癌等の内臓癌を治療する場合に、超音波内視
鏡下穿刺吸引法による検体採取の際に病変部となる癌組織の位置を確認してから、当該癌
組織に向けて加熱針を穿刺するので、より確実に癌組織のみをピンポイントで加熱して治
療できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムの概略構成を示す説明図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムに備わる加熱針の概略構成を
示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムで使用される超音波内視鏡の
概略構成を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムで使用される超音波内視鏡の
先端を示す概略斜視図である。
【図５】図３の超音波内視鏡中の穿刺針の構成を示す斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムで使用される超音波内視鏡を
介して行われる超音波内視鏡下穿刺吸引法による検体採取の動作説明図である。
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【図７】（Ａ）乃至（Ｃ）は、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムによる
癌治療の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する本実
施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本
実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２０】
　まず、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムの概略構成について、図面を
使用しながら説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムの概
略構成を示す説明図であり、図２は、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム
に備わる加熱針の概略構成を示す斜視図である。
【００２１】
　本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００は、超音波内視鏡下穿刺吸引
法（ＥＵＳ－ＦＮＡ）で使用される超音波内視鏡１と併用して病変部となる癌組織を加熱
針１１０による加熱によって治療するシステムである。特に、本実施形態の内視鏡下癌治
療システム１００は、超音波内視鏡１で体内から直接病変部を観察しながら、当該病変部
から検体の採取を行うＥＵＳ－ＦＮＡで病変部の観察とアプローチを行った結果をそのま
ま利用して、加熱針１１０による病変部となる癌組織を直接加熱して、患者Ｐ１に対して
低侵襲性な加熱焼灼療法を実現するものとなっている。
【００２２】
　本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００は、図１に示すように、加熱
針１１０と、制御部１１６とを備える。加熱針１１０は、図２に示すように、病変部を穿
刺する針部１１１の先端側にヒータ１１３と温度検出素子１１４が設けられている。針部
１１１の部分は、生体内の肺や膵臓等の癌化した患部に穿刺されるので、ステンレス等の
生体適合性を有しつつ、熱伝導性に優れた金属材料で形成されている。また、本実施形態
では、加熱針１１０の針部１１１の刃先は、刃面が傾斜面となるようにカットされ、先鋭
とされているが、刃面の形状は、これに限定されるものではない。
【００２３】
　加熱針１１０は、患者Ｐ１の口から超音波内視鏡１を介して挿入されることから、例え
ば、針部１１１の全長が約２ｍ前後であり、針部１１１の直径がφ０．４ｍｍ～１．２ｍ
ｍ程度、好ましくはφ０．４５ｍｍ程度の太さに形成されている。この加熱針１１０の針
部１１１は、中空部１１２を有しており、中空部１１２には、針先側にヒータ１１３が配
設されている。このヒータ１１３は、長さが１０～４０ｍｍ、太さが０．５ｍｍ以下の連
続した糸状をなし、可撓性を有している。針部１１１の中空部１１２には、針基側の開口
から糸状のヒータ１１３が挿入され、患部を焼灼する針先側に配設される。
【００２４】
　なお、中空部１１２には、ヒータ１１３の他に、熱電対やペルチェ素子といった温度検
出素子１１４を配設して、針部１１１の針先側の温度を検出し、制御部１１６で針部１１
１の温度制御をできるようになっている。例えば、温度検出素子１１４に熱電対を用いる
場合には、ポリイミドチューブ等の絶縁体でヒータ１１３と絶縁して中空部１１２内に配
設する。また、ヒータ１１３は、針部１１１の中空部１１２に、一又は複数個を配設する
ようにしても良い。
【００２５】
　ヒータ１１３と温度検出素子１１４とは、加熱針１１０の針部１１１の長手方向に並べ
て配置しても良いし、径方向に並べて配置するようにしても良い。ヒータ１１３と温度検
出素子１１４とを径方向に並べて配置した場合、温度検出素子１１４は、ヒータ１１３上
の温度を検出することができる。ヒータ１１３と温度検出素子１１４との間は、断熱材等
で仕切ることによって、温度検出素子１１４をヒータ１１３の熱から保護することができ
る。また、ヒータ１１３は、治療目的に応じて、加熱針１１０の針部１１１の先端部以外
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の箇所にヒータ１１３を配設するようにしても良い。加熱針１１０の針部１１１の刃先は
、生体適合性のある樹脂又は金属等で中空部１１２を閉塞している。
【００２６】
　特に、本実施形態では、ヒータ１１３が糸状で可撓性を有する構成となっているため、
ヒータ１１３と温度検出素子１１４との配置条件の自由度が増す。このため、ヒータ１１
３と温度検出素子１１４を加熱針１１０の針部１１１の長手方向や径方向に近接するよう
に配置することによって、細径化された針部１１１を所望の温度に加熱し易くなり、治療
目的に応じて適切な温度で加熱対象となる患部を加熱できるようになる。
【００２７】
　加熱針１１０は、針基側からヒータ１１３や温度検出素子１１４と接続された接続コー
ド１１７が導出される。接続コード１１７の先端には、制御部１１６と接続するためのプ
ラグ１１８が設けられている。加熱針１１０の基端側に設けられる針基部１１５は、電気
絶縁性や生体適合性のあるポリメチルペンテン、ポリプロピレン等の合成樹脂材料や真鍮
にＮｉ等のメッキを施した金属材料で形成されている。針基部１１５は、針部１１１に対
して太く形成され、プローブ等の医療器具や手で超音波内視鏡１の処置具挿通口２５ａ、
２５ｂ（図３参照）から加熱針１１０を引き抜く作業をし易くする加熱針操作部となって
おり、中空部１１２に水分が浸入しないように閉塞されている。
【００２８】
　本実施形態では、加熱針１１０は、図１に示すように、針部１１１が超音波内視鏡１の
挿入部２１内に設けられる処置具挿通チャンネル３１ａ、３１ｂ（図４参照）に挿通され
て、当該挿入部２１の先端側に設けられる先端開口部３２ａ、３２ｂ（図４参照）から出
し入れ可能に構成されている。そして、加熱針１１０は、超音波内視鏡１の挿入部２１を
介して、患部となる病変部を穿刺して加熱できるようになっている。このため、超音波内
視鏡下穿刺吸引法（ＥＵＳ－ＦＮＡ）で使用される超音波内視鏡１の処置具挿通チャンネ
ル３１ａ、３１ｂ（図４参照）をそのまま利用して、加熱針１１０の針部１１１で病変部
となる癌細胞を加熱するので、病変部となる癌組織のみを確実にピンポイントで加熱して
治療できるようになる。
【００２９】
　また、本実施形態では、加熱針１１０は、ヒータ１１３の長さを変更可能に構成されて
いる。具体的には、患部となる病変部の大きさや形状等に合わせて、例えば、１０ｍｍ、
２０ｍｍ、３０ｍｍとヒータ１１３の長さを変更することによって治療目的に応じて適切
な温度で加熱対象となる病変部を加熱できるようになっている。本実施形態では、加熱針
１１０は、針部１１１に設けられるヒータ１１３の長さが例えば１０ｍｍ、２０ｍｍ、３
０ｍｍ等と異なるものを用意して、焼灼対象となる病変部の大きさや形状等に応じて、適
宜、好適なヒータ１１３の長さの加熱針１１０を選択して、制御部１１６に接続するよう
にしている。
【００３０】
　制御部１１６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えるコンピュータ等により構成され、
温度検出素子１１４から検出された温度データに基づいてヒータ１１３を所定の温度に制
御する機能を有する。本実施形態では、制御部１１６は、図１に示すように、電力供給部
１１６ａと、判定部１１６ｂと、調整部１１６ｃとを備える。
【００３１】
　電力供給部１１６ａは、ヒータ１１３を所望の温度に発熱させるために当該ヒータ１１
３に供給する電流等を制御する機能を有する。本実施形態では、電力供給部１１６ａは、
ヒータ１１３に向けて導通状態を試験する微弱な試験電流を供給する機能と、ヒータ１１
３を所望の温度に加熱するための電流を供給する機能を有する。
【００３２】
　判定部１１６ｂは、ヒータ１１３を所望の温度に発熱させる際における各種動作の可否
を判定する機能を有する。本実施形態では、判定部１１６ｂは、ヒータ１１３に向けて試
験電流を供給した際における当該ヒータ１１３への導通状態を判定して、内部に断線等の



(6) JP 6663461 B2 2020.3.11

10

20

30

40

50

異常や当該試験電流を供給した際に発生する抵抗値等のデータ等に基づいてヒータ１１３
の長さを確認する機能と、温度検出素子１１４から検出された温度データに基づいてヒー
タ１１３の温度を判定する機能を有する。
【００３３】
　調整部１１６ｃは、判定部１１６ｂによる判定結果に基づいてヒータ１１３を所望の温
度に発熱させるための供給電流を所望の大きさに調整する機能を有する。本実施形態では
、調整部１１６ｃは、ヒータ１１３に向けて微弱な試験電流を供給したり、温度検出素子
１１４から検出された温度データに基づいて電流を供給する際における電流を所望の大き
さに調整する機能を有する。また、本実施形態では、万が一の漏電等のリスクを鑑みて人
体への安全性を確保するために、ヒータ１１３に供給する電流は、最大でも１Ａとしてい
る。
【００３４】
　このように、本実施形態では、制御部１１６は、ヒータ１１３に向けて導通状態を試験
する微弱な試験電流を供給する機能と、当該試験電流を供給した際にヒータ１１３の長さ
を確認する機能と、ヒータ１１３の長さに応じて所定の大きさの電流を供給するように制
御する機能と、を有する。このため、ヒータ１１３の長さに応じた的確な大きさの電流を
供給することによって、当該ヒータ１１３を所望の温度に確実に加熱できるようになる。
【００３５】
　特に、本実施形態では、病変部に応じて癌組織の死滅に必要な所望の温度に加熱して、
患者に対して低侵襲性な加熱焼灼療法を実現するために、制御部１１６は、ヒータ１１３
の温度が４５℃以上９９℃以下になるように電流をヒータ１１３に向けて供給するように
制御する。すなわち、本実施形態では、低侵襲性な加熱焼灼療法による治療効果が期待で
き、かつ、局所沸騰させない温度範囲として、制御部１１６は、ヒータ１１３の温度が４
５℃以上９９℃以下になるように電流をヒータ１１３に供給して温度制御を行っている。
【００３６】
　癌細胞は、健常細胞に比べ熱に弱いので、それほどの高温加熱が必要でない。このため
、本実施形態では、加熱針１１０は、たんぱく質が不可逆的に熱変性する熱量を癌細胞に
与えるようにヒータ１１３を例えば６０℃程度に制御することによって、健常細胞に与え
るダメージを最小限にして、癌細胞を死滅させることができる。
【００３７】
　また、本実施形態のように、針部１１１に温度検出素子１１４を設けたときには、制御
部１１６に温度検出素子１１４より温度データが供給され、制御部１１６は、加熱温度が
一定となるようにヒータ１１３を制御する。例えば、加熱針１１０を穿刺又は挿入した位
置に血流が存在し、部分的な温度損失があったとしても、個々の加熱針１１０のヒータ１
１３の温度を調節できるので、患部全体を所望とする温度に加熱することができる。なお
、制御部１１６にタイマを内蔵し、事前に設定された加熱焼灼時間になるとヒータ１１３
をオフにする制御を行えるようにしても良い。
【００３８】
　さらに、本実施形態では、ヒータ１１３の加熱によるレーザや高周波、電磁波等の発生
を抑制して、癌組織周辺の健常組織への悪影響を抑制するために、制御部１１６からヒー
タ１１３に向けて供給する試験電流及び電流は、直流電流とすることが好ましい。ただし
、電流を供給した際に、レーザや高周波、電磁波等の発生が抑制される範囲であれば、試
験電流や電流と言った供給電流は、交流電流としてもよい。
【００３９】
　なお、加熱針１１０と制御部１１６との間のヒータ１１３の制御データやヒータ１１３
の温度データのやり取りは、このように有線で行っても良く、また、無線であっても良い
。また、ヒータ１１３への電力供給は、有線によって制御部１１６から供給しても良いし
、加熱針１１０に設けた一次電池又は二次電池から供給するようにしても良い。
【００４０】
　このように構成される本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００を用い
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て施術する際には、まず、穿刺目標となる生体内の肺や膵臓等の癌化した病変部を超音波
内視鏡１で特定観察し、穿刺ルート、患部の加熱焼灼温度、加熱焼灼時間等を決定する。
次に、加熱針１１０をプローブといった医療器具等に加熱針１１０の針基部１１５から導
出した接続コード１１７のプラグ１１８を制御部１１６に接続する。その後、加熱針１１
０の超音波画像の針先エコーやＸ線透視下、ＣＴガイド下で針を刺す方向や深さを確認し
ながら、針先を特定した患部に穿刺又は挿入する。
【００４１】
　そして、制御部１１６を操作して、所定の加熱焼灼温度となるようにヒータ１１３を発
熱させ加熱針１１０の針先部分が加熱されることで、所定時間、患部を加熱焼灼する。そ
の際に、制御部１１６は、温度検出素子１１４からフィードバックされる温度データに基
づいて加熱針１１０のヒータ１１３を制御することができる。このため、例えば、加熱針
１１０を穿刺又は挿入した位置に血流が存在し、部分的な温度損失があったとしても、患
部全体を所望とする温度に加熱することができる。このように、加熱針１１０は、生体深
部にある患部に穿刺又は挿入するだけで、当該患部の焼灼を行うことができ、患者に対し
て低侵襲性な加熱焼灼治療を実現することができる。
【００４２】
　患部の加熱焼灼治療が完了すると、そのまま、患部より加熱針１１０を抜去して治療終
了としても良いが、加熱焼灼後に連続して薬剤を供給するようにして、薬物療法や免疫療
法等を併用して行うようにしてもよい。このように、加熱焼灼した患部に薬剤を直接注入
することによって、効果的な治療を行うことができ、特に、再発進行がん等に有効となる
。なお、注入する薬剤としては、患者の治療方針に応じて様々なものを使用することがで
き、例えば、抗がん剤等であっても良い。本実施形態の加熱針１１０では、患部の焼灼療
法と薬剤を焼灼患部に直接注入する療法を連続して行うことができ、患者に対して低侵襲
性な治療を実現することができる。
【００４３】
　このように、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００は、ヒータ１１
３が内蔵された加熱針１１０を生体に対して、患部に到達するまで穿刺又は挿入されてか
ら、ヒータ１１３を所定の温度に発熱させ、患部を加熱焼灼する。このため、開腹手術等
を行うことなく、加熱針１１０を患部に到達するように穿刺又は挿入するだけで良いので
、低侵襲性を実現することができる。また、放射線治療のような被爆の虞もなく、ラジオ
波治療のように、患者が痛みや痺れを感じることもなく、周辺組織を障害することもない
。
【００４４】
　また、加熱針１１０に温度検出素子１１４を内蔵させることによって、制御部１１６に
温度データがフィードバックされるので、ヒータ１１３のよりきめ細かな温度制御が行え
るようになる。特に、本実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００は、膵臓癌等の内
臓癌を治療する際に、超音波内視鏡下穿刺吸引法による検体採取の際に病変部となる癌組
織の位置を確認してから、当該癌組織に向けて加熱針を穿刺するので、より確実に癌組織
のみをピンポイントで加熱して治療できる。なお、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌
治療システム１００は、上述した膵臓癌や肺癌以外の子宮癌、腎臓癌等の各種がん治療に
用いることができる。また、例えば、犬や猫と言った伴侶動物等のヒト以外の患部の加熱
治療に用いることもできる。
【００４５】
　次に、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムで使用される超音波内視鏡に
ついて、図面を使用しながら説明する。図３は、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治
療システムで使用される超音波内視鏡の概略構成を示す説明図であり、図４は、本発明の
一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムで使用される超音波内視鏡の先端を示す概略斜
視図であり、図５は、図３の超音波内視鏡中の穿刺針の構成を示す斜視図である。また、
図６は、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムで使用される超音波内視鏡を
介して行われる超音波内視鏡下穿刺吸引法による検体採取の動作説明図である。
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【００４６】
　本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００で使用される超音波内視鏡１
は、図３に示すように、体内に挿入される挿入部２１と、この挿入部２１の基端に位置す
る操作部２２と、この操作部２２の側部から延出するユニバーサルコード２３と、このユ
ニバーサルコード２３の中途部で分岐される光源用ケーブル２４とを備える。そして、超
音波内視鏡１は、超音波内視鏡下穿刺吸引法による検体採取を行う際には、操作部２２の
先端側に設けられる処置具挿通口２５ａ、２５ｂ（処置具挿通口２５ｂは、図示省略）か
ら、穿刺針５が挿入されて、当該穿刺針５によって病変部の検体採取が行われる。
【００４７】
　挿入部２１は、先端側から順に先端硬質部２１ａ、湾曲部２１ｂ、可撓管部２１ｃを連
設している。湾曲部２１ｂは、例えば、操作部２２の湾曲操作ノブ２６ａ、２６ｂの操作
により上下左右方向に能動的に湾曲するよう構成されている。可撓管部２１ｃは、可撓性
を有している。
【００４８】
　ユニバーサルコード２３の基端部には、不図示の超音波観測装置への取り付け、取り外
しが可能な超音波コネクタ２３ａが設けられている。光源用ケーブル２４の基端部には、
不図示の光源装置やビデオプロセッサ装置に取り付け、取り外しが可能な内視鏡コネクタ
２４ａが設けられている。
【００４９】
　操作部２２の先端側には、処置具挿通口２５ａ、２５ｂ（処置具挿通口２５ｂは、図示
省略）が設けられている。処置具挿通口２５ａ、２５ｂは、それぞれ、挿入部２１内に設
けられた処置具挿通チャンネル３１ａ、３１ｂ（図４参照）に連通している。処置具挿通
口２５ａは、口金を備え、この口金には、穿刺針５等のハンドル部５１に設けられている
固定リング５５が連結される。固定リング５５は、口金に対して取り付け、及び取り外し
が可能となっている。そして、処置具挿通チャンネル３１ａには、処置具挿通口２５ａを
介して穿刺針５の針管５４が挿通される。また、処置具挿通チャンネル３１ｂには、処置
具挿通口２５ｂを介して加熱針１１０や超音波プローブ等の他の処置具を挿通させること
ができるようになっている。
【００５０】
　処置具挿通チャンネル３１ａ、３１ｂは、図４に示すように、先端硬質部２１ａの先端
面２１ｄにおいて、それぞれ先端開口部３２ａ、３２ｂを有する。処置具挿通チャンネル
３１ａは、先端開口部３２ａ近傍の中心軸が超音波振動子３０による超音波走査面に略一
致するように配置され、穿刺等の処置を行う処置具が挿通可能となっている。また、先端
硬質部２１ａは、先端面２１ｄに対物光学系３５及び照明光学系３６が設けられている。
【００５１】
　先端硬質部２１ａの先端側には、電子走査式の超音波振動子３０が配置されている。超
音波振動子３０は、例えば、コンベックスアレイであって、内部に複数の超音波エレメン
トを配列して構成されている。超音波内視鏡１は、超音波振動子３０が各超音波エレメン
トを切り替えながら超音波の送受信を行うことでエコー信号を得られるようになっている
。超音波振動子３０からのエコー信号は、超音波コネクタ２３ａを介して不図示の超音波
観測装置に伝送される。そして、超音波振動子３０からのエコー信号に基づいて、挿入部
２１の挿入軸に平行な断面を有する超音波画像（リニア画像）が得られるようになってい
る。
【００５２】
　本実施形態では、先端開口部３２ａ、３２ｂの相互間には、先端面２１ｄから比較的大
きく突出する構造物が設けられていない。このため、処置具挿通チャンネル３１ａに穿刺
針５を挿通して針管５４を先端開口部３２ａから突出させ、処置具挿通チャンネル３１ｂ
に超音波プローブ等の他の処置具を挿通させて超音波プローブの先端に設けた超音波振動
子を先端開口部３２ｂから突出させた場合に、当該超音波プローブにより針管５４を描出
可能にする。なお、本実施形態では、超音波内視鏡１の挿入部２１には、処置具挿通チャ
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ンネル３１ａ、３１ｂと先端開口部３２ａ，３２ｂがそれぞれ２つずつ設けられているが
、これらの個数は、２つに限定されず、１つとしても３つ以上としてもよい。
【００５３】
　また、本実施形態では、超音波振動子３０は、先端硬質部２１ａから突出した突出部３
３を有する。当該突出部３３は、先端開口部３２ａ、３２ｂ相互間を直線的に結ぶ線上を
除く位置に設けられている。なお、突出部３３の超音波観察が容易となるように、突出部
３３の表面に超音波反射加工を施してもよい。例えば、超音波反射加工としては、サンド
ブラスト処理、梨地加工処理、ディンプル加工処理等の凹凸加工処理、又は気泡や金属粉
を含有する樹脂のコーティング処理等が考えられる。
【００５４】
　穿刺針５は、図５に示すように、ハンドル部５１とチャンネル挿入部５２とを備えて構
成され、チャンネル挿入部５２は、シース５３と針管５４とを備えて構成されている。チ
ャンネル挿入部５２は、処置具挿通口２５ａから処置具挿通チャンネル３１ａ内に挿通さ
れ、先端開口部３２ａ（図４参照）から突出可能に構成されている。
【００５５】
　ハンドル部５１は、例えば、先端側から順に固定リング５５、アジャスタノブ５６、針
アジャスタ５７、針スライダ５８、吸引口金５９及びスタイレット口金６０を配置して構
成されている。針管５４は、シース５３内に対して進退自在に挿通配置される。この針管
５４は、例えば、ステンレスパイプ、又はニッケルチタンパイプ等の金属パイプで形成さ
れる。針管５４の先端には、鋭利な形状の刃部が形成されている。
【００５６】
　スタイレット口金６０には、針管５４内に挿通されるスタイレット９０又はスタイレッ
ト９０ａが接続され、スタイレット口金６０は、吸引口金５９に連結される。吸引口金５
９には、針管５４の基端部が接着等によって一体に固定されている。 針アジャスタ５７
は、アジャスタノブ５６によってスライド固定又は固定解除される。アジャスタノブ５６
を緩めて針アジャスタ５７の固定を解除することによって、針スライダ５８をスライドさ
せることが可能になる。また、針スライダ５８と針アジャスタ５７の固定位置間の距離を
適宜調整することによって、針管５４のシース５３の先端からの突出長が調整される。
【００５７】
　このような超音波内視鏡１と穿刺針５を使用することによって、超音波内視鏡下穿刺吸
引法による検体採取が行われる。具体的には、超音波内視鏡下穿刺吸引法では、図６に示
すように、膵臓Ｏ２のような通常の内視鏡下の生検や経皮穿刺による生検が困難な消化管
等に対して、挿入部２１の先端側に設けられる超音波振動子３０から超音波を発して胃Ｏ
１を介して膵臓Ｏ２を観察する。そして、膵臓Ｏ２の病変部Ｃ１の癌化を確定診断するた
め、胃Ｏ１の中から膵臓Ｏ２の病変部Ｃ１に向けて針管５４を穿刺して、病変部Ｃ１の癌
細胞や組織を当該針管５４で吸引採取する。
【００５８】
　次に、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムによる癌治療の動作について
、図面を使用しながら説明する。図７（Ａ）乃至（Ｃ）は、本発明の一実施形態に係る内
視鏡下癌治療システムによる癌治療の動作説明図である。
【００５９】
　本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００は、超音波内視鏡下穿刺吸引
法による検体採取の際に使用される超音波内視鏡を利用して、加熱針１１０を検体採取先
となる病変部の癌組織内に定置し、確実に癌組織のみを焼灼できるようにしたものである
。
【００６０】
　具体的には、図７（Ａ）に示すように、超音波内視鏡１（図１参照）の挿入部２１の先
端側に設けられる超音波振動子３０から超音波を発して、胃Ｏ１を介して膵臓Ｏ２を観察
する。そして、膵臓Ｏ２に癌が疑われる病変部Ｃ１を見つけたら、図７（Ｂ）に示すよう
に、挿入部２１の先端側に設けられる先端開口部３２ａから穿刺針５の針管５４を突出さ
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せてから、胃Ｏ１の中から膵臓Ｏ２の病変部Ｃ１の癌が疑われる組織に向けて針管５４を
穿刺する。そして、針管５４が病変部Ｃ１の癌細胞や組織を吸引採取する。
【００６１】
　吸引採取した組織が悪性（癌）と確定診断された場合には、図７（Ｂ）に示すように、
後日、再び同じ手順で病変部Ｃ１に穿刺針５の針管５４を穿刺させ、その中に加熱針１１
０の針部１１１を挿入し、針部１１１が病変部Ｃ１に到達したのを確認後、針管５４を後
退させて加熱針１１０の針部１１１を病変部Ｃ１に定置させ、加熱針１１０のヒータ１１
３が所望の温度に加熱するように制御されるようにしてもよい。
【００６２】
　また、図７（Ｃ）に示すように、超音波内視鏡１の挿入部２１の先端開口部３２ａから
処置具挿通チャンネル３１ａ（図４参照）に挿通された穿刺針５の針管５４が退避してか
ら、挿入部２１の別の先端開口部３２ｂから別の処置具挿通チャンネル３１ｂ（図４参照
）に挿通された加熱針１１０の針部１１１が病変部Ｃ１に穿刺され、加熱針１１０のヒー
タ１１３が所望の温度に加熱するように制御されるようにしてもよい。
【００６３】
　このようにして、本実施形態に係る内視鏡下癌治療システム１００は、超音波内視鏡下
穿刺吸引法による検体採取の際に、病変部Ｃ１となる癌組織の位置と大きさを確認してか
ら、加熱針１１０の針部１１１で当該癌細胞を所望の長さと温度のヒータ１１３によって
ピンポイントで加熱して治療できるようになる。
【００６４】
　以上説明したように、本発明の一実施形態に係る内視鏡下癌治療システムを適用するこ
とによって、膵臓癌等の内臓癌を治療する場合に、超音波内視鏡下穿刺吸引法による検体
採取の際に、病変部となる癌組織の位置と大きさを確認してから、当該癌組織に向けて加
熱針を挿入できるようになる。このため、病変部となる癌組織の位置や大きさを確認して
から、当該癌組織に向けて、より的確なヒータの長さを有する加熱針を選択して、所望の
温度に加熱されるようになる。従って、より確実に癌組織のみを所望の温度でピンポイン
トに加熱して治療できるので、患者に対して低侵襲性な加熱焼灼療法が実現される。
【００６５】
　また、本実施形態に係る内視鏡下癌治療システムを適用することによって、膵臓Ｏ２の
ような通常の内視鏡下の生検や経皮穿刺による生検が困難な消化管等に対して、超音波内
視鏡下穿刺吸引法による検体採取の際に病変部となる癌組織の位置と大きさを確認してか
ら、確実に加熱針を用いて当該癌組織をピンポイントで好適な温度に加熱して治療できる
ようになる。特に、膵臓は、肝臓等の他の内臓器官と異なり、臓器を構成する細胞組織に
再生機能がないので、必要以上の過剰な加熱による障害を回避する必要がある。このため
、本実施形態に係る内視鏡下癌治療システムは、より確実に病変部となる癌組織のみを確
実に必要な温度にピンポイントで加熱して治療できることから、内視鏡下膵臓癌治療シス
テムとして好適に適用され得るので、極めて大きな工業的価値を有する。
【００６６】
　なお、上記のように本発明の一実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項
及び効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは、当業者には、容易に理
解できるであろう。従って、このような変形例は、全て本発明の範囲に含まれるものとす
る。
【００６７】
　例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義又は同義な異なる用語と
共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置
き換えることができる。また、内視鏡下癌治療システムの構成、動作も本発明の一実施形
態で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【００６８】
１　超音波内視鏡、５　穿刺針、２１　挿入部、２２　操作部、３１ａ、３１ｂ　処置具
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挿通チャンネル、３２ａ、３２ｂ　先端開口部、１００　内視鏡下癌治療システム、１１
０　加熱針、１１１　針部、１１２　中空部、１１３　ヒータ、１１４　温度検出素子、
１１５　針基部、１１６　制御部、１１６ａ　電力供給部、１１６ｂ　判定部、１１６ｃ
　調整部、１１７　接続コード、１１８　プラグ

【図１】 【図２】
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